
（単位：千円）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

66,310,242 65,636,420 64,061,053 65,321,527

15,709,414 15,638,705 15,137,610 15,317,303

82,019,656 81,275,125 79,198,663 80,638,830

431,457 434,367 440,287 438,774

266,203 270,112 268,738 259,013

25,466 27,982 29,722 29,211

911 969 1,180 1,392

239,826 241,161 237,836 228,410

- - 42,420 46,016

143,002 143,002 140,614 138,136

840,662 847,481 892,059 881,939

419 171 168 187

39,544 39,555 - -

223,152 178,797 153,444 238,663

263,115 218,523 153,612 238,850

－ - - - -

－ - - - -

－ - - - -

694 687 441 614

694 687 441 614

その他 54,206 56,950 53,999 60,597

1,158,677 1,123,641 1,100,111 1,182,000

578,395 583,504 587,178 586,846

952 901 639 0

579,347 584,405 587,817 586,846

579,330 539,236 512,294 595,154

1.4% 1.4% 1.4% 1.5%

0.9% 0.8% 0.8% 0.9%

18人 17人 17人 18人

61人 62人 62人 66人

26人 25人 26人 32人

105人 104人 105人 116人

- - - 10人

14人 14人 14人 -

徴税職員数

ほか臨時職員

税収入額に対す
る徴税費の割合

（ｃ）－（ｄ）…（ｅ）

（ｃ）／（ｂ）

（ｅ）／（ａ）

総務関係

課税関係

徴収関係

合　　　　計

その他

合　　　　　計 …（ｃ）

県民税徴収
取扱費

納税義務者数を基準にした金額

報奨金の額に相当する金額

合　　　　計 …（ｄ）

徴
税
費

人
件
費

基本給

諸手当

報
奨
金
及
び
こ
れ

に
類
す
る
経
費

納期前納付の報奨金

納税貯蓄組合補助金

納税奨励金

その他

小　　　　　計

　　（イ） 超過勤務手当

　　（ロ） 税務特別手当

　　（ハ） その他の手当

小　　　　　計

需
要
費

旅費

賃金

その他

小　　　　　計

会計年度任用職員等

報酬

 １.　市税の徴収に要する経費調

                      区　　　　　　分

税
収
入

市　税 …（ａ）

個人の県民税

合　　　　　計 …（ｂ） 

その他



２．税務関係税外収入調
（単位 ： 円）

区          分 単　　価　　等 令和２年度 令和３年度 令和４年度

国有提供施設等所在市助成交付金 概　　　　　　算 1,164,000 3,866,000 3,950,000

１件　　　　　200

（住宅用　1，300）

督 促 手 数 料 １件　　　　　１00 95,300 183,328 38,072

閲 覧 手 数 料 １件　　　　　１00 266,100 298,500 274,200

地 籍 図 複 写 手 数 料 １件　　　 　 250 303,750 300,000 360,500

県 民 税 徴 収 取 扱 費 法　定　基　準 618,456,406 628,159,205 622,623,524

延 滞 金 〃 155,038,470 200,547,409 143,734,180

加 算 金 〃 0 0 0

滞 納 処 分 費 概　　　　　算 251,900 0 231,000

試 乗 標 識 実 費 弁 償 金 １件　　　　　100 0 0 0

標 識 再 交 付 弁 償 金 １件　　　　　１00 6,000 6,000 6,400

証 明 手 数 料 15,738,300 16,237,600 16,584,850



３．税務諸証明過去５か年件数調
　　　（単位 ： 件）

19,768 18,001 16,640 15,756 13,843

(12,603) (11,393) (10,736) (10,385) (8,731) 

25,232 24,009 17,754 19,256 19,992

(15,815) (15,084) (9,538) (10,451) (10,570) 

14,377 13,354 10,816 12,132 13,599

(8,785) (8,338) (6,055) (6,934) (7,451) 

59,377 55,364 45,210 47,144 47,434

(37,203) (34,815) (26,329) (27,770) (26,752) 

0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0)

24,516 22,216 20,860 20,619 21,343

(0) (0) (0) (0) (0)

11,071 11,652 12,053 12,747 14,487

(3,970) (4,368) (4,258) (4,705) (5,734) 

17,343 18,164 17,650 18,106 15,931

(15,030) (15,909) (15,596) (15,937) (13,947) 

28,414 29,816 29,703 30,853 30,418

(19,000) (20,277) (19,854) (20,642) (19,681) 

112,307 107,396 95,773 98,616 99,195

(56,203) (55,092) (46,183) (48,412) (46,433) 

※（　　）中は、上段数値のうち市内8か所の窓口センター発行の再掲分
※車庫証明は平成28年1月から廃止

4

9,673

1,677

2,948

1,501

5,544

軽 自 動 車 税
車検用納税証明

小 計

住宅用家屋証明 1,734

2,832

1,260

5,957

合 計

※手数料１件につき200円
(但し、住宅用家屋証明は平成5年度は950円、平成6年度から1,200円、平成9年度か
ら1,300円、

5,296

小 計

納

税

関

係

納 税 証 明

5,6707,356価 格 通 知 書

1,202

9,33610,742

1,800

10,433

2,985

市

民

税

関

係

所 得 証 明

課 税 証 明

非 課 税 証 明

小 計

資

産

税

関

係

車 庫 証 明

3
区　分

30 元

諸 証 明

地 籍 図 複 写

閲 覧

年　度
2

9,527

1,787

2,661

1,215

1,804

2,944

1,670



区 分 
税 目 

課 税 標 準 納 期 

市 民 税 

 
 
    均 等 割 
    所 得 割 前年の所得額 
 

  均 等 割 
    法人税割 法人税額 

普通徴収 
第１期   ６月１５日～ ６月３０日 
第２期   ８月１５日～ ８月３１日 
第３期  １０月１５日～１０月３１日 
第４期 翌年１月１５日～ １月３１日 
特別徴収 

給与 ６月～翌年５月 
年金 ４月～翌年２月 

法人税と同じ 

固 定 資 産 税 
１月１日現在における土地・家屋、

償却資産の価格 

第１期   ５月１５日～ ５月３１日 
第２期   ７月１５日～ ７月３１日 
第３期  １２月１５日～１２月２８日 
第４期 翌年２月１５日～ ２月 末日 

軽 自 動 車 税 
原動機付自転車、軽自動車、二輪

小型自動車及び小型特殊自動車の

台数 
全期    ５月１５日～５月３１日 

市 た ば こ 税 
卸売販売業者等が小売販売業者又

は直接消費者に売渡した本数 
当月分を翌月末日までに 

鉱 産 税 鉱物の価格 当月分を翌月２０日までに 

入 湯 税 課税入湯者数 当月分を翌月１５日までに 

事 業 所 税 
事業に係る事業所税 
 資 産 割 事業所床面積 
 従業者割 従業者給与総額 

事業に係る事業所税 
 個人 翌年の３月１５日までに 
 法人 事業年度終了の日から２月以内 

都 市 計 画 税 固定資産（土地・家屋）の価格 固定資産税と同じ 

 

法人 

個人 

４．市税の課税標準及び納期一覧表 



  

税 目 税         率 

市 民 税 

 
１．均 等 割 
① 市内に住所を有する個人 
② 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を

有しない者 
③ 法 人 
（１）  公益社団法人等及び資本金等の額を有する法人で資本金

等の額が１千万円以下であるもののうち、市内に有する事務

所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数（②から⑨までに

おいて「従業者数の合計数」という。）が 50 人以下のもの 
（２）  資本金等の額が 1 千万円以下である法人で従業者数の合

計数が 50 人を超えるもの 
（３）  資本金等の額が 1 千万円を超え 1 億円以下である法人で

従業者数の合計数が 50 人以下であるもの 
（４）  資本金等の額が 1 千万円を超え 1 億円以下である法人で

従業者数の合計数が 50 人を超えるもの 
（５）  資本金等の額が 1 億円を超え 10 億円以下である法人で従

業者の合計数が 50 人以下であるもの 
（６）  資本金等の額が 1 億円を超え 10 億円以下である法人で従

業者数の合計数が 50 人を超えるもの 
（７）  資本金等の額が 10 億円を超える法人で従業者数の合計数

が 50 人以下であるもの 
（８）  資本金等の額が 10 億円を超え 50 億円以下である法人で

従業者の合計数が 50 人を超えるもの 
（９）  資本金等の額が 50 億円を超える法人で従業者数の合計数

が 50 人を超えるもの 
２．所 得 割 標準税率 

個人所得割 100 分の 6 
法 人 税 割 100 分の 9.7 

※令和元年 10 月 1 日以後に開始する事業年度に係る申告分からは 100 分の 6 

 
 

3,500 円 
 

3,500 円 
 
 
 
 

50,000 円 
 

120,000 円 
 

130,000 円 
 

150,000 円 
 

160,000 円 
 

400,000 円 
 

410,000 円 
 

1,750,000 円 
 

3,000,000 円 
 

固 定 資 産 税 課税標準額の 100 分の 1.4 

５．令和５年度税率一覧表 



税 目 税         率 

軽 自 動 車 税 
（環境性能割） 

 
環境性能割額＝軽自動車の取得価額（５０万円を超えるもの）×税率 
令和５年４月から１２月の間に取得した車両 

 
令和６年１月以降に取得した車両 

区分 
税 率 

自家用 営業用 
電気自動車 
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車 

非課税 非課税 ガソリン車・ 
ガソリン 
ハイブリッド車 

令和 12 年度燃費基準 80％達成車かつ 
令和 2 年度燃費基準達成車（乗用） 
令和 4 年度燃費基準＋5％達成車（貨物） 
令和 12 年度燃費基準 70％達成車かつ 
令和 2 年度燃費基準達成車（乗用） １％ 0.5％ 
令和 4 年度燃費基準達成車（貨物） 
令和 12 年度燃費基準 60％達成車かつ 
令和 2 年度燃費基準達成車（乗用） 

２％ 
１％ 

令和 4 年度燃費基準 95％達成車（貨物） 
上記以外（乗用・貨物） ２％ 
ガソリン車・ガソリンハイブリッド車は平成 30 年排出ガス基準 50％低減達成車

または平成 17 年排出ガス基準 75％低減達成車に限る 
 

区分 
税 率 

自家用 営業用 
電気自動車 
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車 

非課税 非課税 ガソリン車・ 
ガソリン 
ハイブリッド車 

令和 12 年度燃費基準 75％達成車かつ 
令和 2 年度燃費基準達成車（乗用） 
平成 27 年度燃費基準＋25％達成車（貨物） 
令和 12 年度燃費基準 60％達成車かつ 
令和 2 年度燃費基準達成車（乗用） １％ 0.5％ 
平成 27 年度燃費基準＋20％達成車（貨物） 
令和 12 年度燃費基準 55％達成車（乗用） 

２％ 
１％ 

平成 27 年度燃費基準＋15％達成車（貨物） 
上記以外（乗用・貨物） ２％ 



税 目 税         率 

軽 自 動 車 税 
（ 種 別 割 ） 

 
 
１．原動機付自転車 

 
◎ 総排気量が 0.05 ㍑以下のもの又は定格出力が 0.6kw 以下の 

もの 
◎ 総排気量が 0.05 ㍑を超え 0.09 ㍑以下のもの又は定格出力が 0.6kw を超え

0.8kw 以下のもの 
◎ 総排気量が 0.09 ㍑を超えるもの又は定格出力が 0.8kw を超えるもの 
◎ 三輪以上のもので総排気量が 0.02 ㍑～0.05 ㍑以下のもの又は定格出力が

0.25kw を超え 0.6kw 以下のもので車室を備えているまたは輪距が 0.5ｍを超

えるもの 
 
 
 
 
２．軽自動車及び小型特殊自動車 
  
◎軽自動車 

 
（ア）最初の新規検査より 13 年を経過した車両 
（イ）最初の新規検査を平成 27 年 3 月 31 日までに受けた車両 
（ウ）最初の新規検査が平成 27 年 4 月 1 日以降の車両 

車種区分 
税         率 

経年重課（ア） 経過措置（イ） 新税率（ウ） 
四

輪

以

上 

乗

用 
営業用 8,200 円 5,500 円 6,900 円 
自家用 12,900 円 7,200 円 10,800 円 

貨

物 
営業用 4,500 円 3,000 円 3,800 円 
自家用 6,000 円 4,000 円 5,000 円 

三  輪 4,600 円 3,100 円 3,900 円 



税 目 税         率 

軽 自 動 車 税 
（ 種 別 割 ） 

「グリーン化特例（軽課）」について 

 
1 電気軽自動車、天然ガス軽自動車（平成 30 年排出ガス規制適合車又は平成 21 年

排出ガス基準 10％低減達成車） 
2 令和 12 年度燃費基準 90％達成車かつ令和 2 年燃費基準達成車 
3 令和 12 年度燃費基準 70％達成車かつ令和 2 年燃費基準達成車 
＊2・3 については内燃機関の燃料が揮発油（ガソリン）の車両。また平成 17 年排出

ガス基準 75％低減達成車又は平成 30 年排出ガス基準 50％低減達成車に限る。 

車種区分 
最初の新規検査が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの車両 

1 新税率の 75％軽減 2 新税率の 50％軽減 3 新税率の 25％軽減 
四

輪

以

上 

乗

用 
営業用 1,800 円 3,500 円 5,200 円 
自家用 2,700 円 －  － 

貨

物 
営業用 1,000 円 － － 
自家用 1,300 円 － － 

三  輪 1,000 円 2,000 円 3,000 円 

 ・二輪の軽自動車（125cc 超 250cc 以下、側車付のものを含む） 
  ・被けん引車、雪上車 
 ◎小型特殊自動車 
  ・農耕作業用のもの 
  ・その他のもの（フォークリフト等） 
３．二輪の小型自動車（250cc 超） 

3,600 円 
3,600 円 

 
2,400 円 
5,900 円 
6,000 円 

市 た ば こ 税 売渡し本数 1,000 本につき 6,552 円 

鉱 産 税 
鉱物の価格の合計額が 200 万円を超える場合 
鉱物の価格の合計額が 200 万円以下である場合 

100 分の 1 
100 分の 0.7 

入 湯 税 入湯客１人１日 150 円 

事 業 所 税 
             資 産 割･･･事業所床面積１㎡につき 600 円 
             従業者割･･･従業者給与総額の 100 分の 0.25 

都 市 計 画 税 課税標準額の 100 分の 0.25 

 

 事業に係る事業所税 



６．税率の推移

（免税点）土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満

○原動機付自転車 ○軽自動車

50CC以下 2,000円 ２輪車 3,600円

90CC以下 2,000円 ３輪のもの及び４輪以上のもの

125CC以下 2,400円

ミニカー 3,700円

○雪上車 3,600円 ｂ

○2輪小型自動車 6,000円

○小型特殊自動車

農耕作業用 2,400円

その他 5,900円

ｳは最初の新規検査から13年を経過したものの税率

(ｱ)電気自動車等

(ｲ)令和2年度燃費基準＋30％達成車(乗用)

又は平成27年度燃費基準＋35％達成車(貨物用)

(ｳ)令和2年度燃費基準＋10％達成車(乗用）

又は平成27年度燃費基準＋15％達成車(貨物用）

　※令和元年10月1日から環境性能割を創設。税率等は令和２年度参照

都 市 計 画 税 　0.25% (免税点）土地30万円未満、家屋20万円未満

制 度 改 正 内 容
○法人市民税　：　令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人税割の税率
　　　　　　　　　　　　を６％に引き下げ
○軽自動車税　：　令和元年10月1日から環境性能割を創設

特 別 土 地 保 有 税 新たな課税はしない

事 業 所 税 資産割 1㎡につき600円 従業者割 給与総額の0.25%

  ｱの税率×0.50

  ｱの税率×0.75

売渡し本数1,000本につき5,692円市 た ば こ 税

鉱 産 税 鉱物価格の1%（月合計200万円以下0.7%）

5,000円 4,000円 6,000円

ｲは平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたものの税率

ｱのうち、平成30年4月1日～平成31年3月31日に新規取得
した次の車両の税率については、概ね次のとおり。

  ｱの税率×0.25

4
輪
以
上

の
も
の

7,200円 12,900円

(c)貨物用・営業用 3,800円 3,000円 4,500円

(d)貨物用・自家用

3,900円 3,100円 4,600円

(a)乗用・営業用 6,900円 5,500円 8,200円

(b)乗用・自家用 10,800円

法人税割
法人税額の9.7%
　※令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る申告分からは6%

固 定 資 産 税 1.4%

軽自動車税

ア イ ウ

a 三輪のもの

10億円超 50人以下 410,000円

10億円超、50億円以下
50人超

1,750,000円

50億円超 3,000,000円

1千万円超、1億円以下
50人以下 130,000円

50人超 150,000円

1億円超、10億円以下
50人以下 160,000円

50人超 400,000円

資本金等の額 従業者数 税額

公益法人等
50,000円

1千万円以下
50人以下

50人超 120,000円

区  分 令 和 元 年 度

市
 

民
 

税

個
 

人

均 等 割 3,500円

所 得 割 　6%

法
　
人

均 等 割



（免税点）土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満

環境性能割額＝軽自動車の取得価額（50万円を超えるもの）×税率

　ガソリン車・ガソリンハイブリッド車は平成30年排出ガス基準50％

　低減達成車または平成17年排出ガス基準75％低減達成車に限る

※ 令和元年10月1日から令和３年3月31日までに取得した自家用

乗用車は表の税率から1％軽減

○原動機付自転車 ○軽自動車

50CC以下 2,000円 ２輪車 3,600円

90CC以下 2,000円 ３輪のもの及び４輪以上のもの

125CC以下 2,400円

ミニカー 3,700円

○雪上車 3,600円 ｂ

○2輪小型自動車 6,000円

○小型特殊自動車

農耕作業用 2,400円

その他 5,900円
ｳは最初の新規検査から13年を経過したものの税率

軽自動車税
（種別割）

ア イ ウ

(a)乗用・営業用

4
輪
以
上

の
も
の

ｲは平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたものの税率

ｱのうち、平成31年4月1日～令和2年3月31日に新規取得し
た次の車両の税率については、概ね次のとおり。

6,900円

2%

1% 0.5％

非課税 非課税

6,000円

7,200円 12,900円

3,000円

R2年度燃費基準（乗用）

税率

自家用 営業
区分

電気自動車
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車

R2年度燃費基準＋10％達成車（乗用）

ガソリン車・
ガソリン
ハイブリッド
車

1%

H27年度燃費基準＋15％達成車（貨物）

4,500円

(d)貨物用・自家用 5,000円 4,000円

(c)貨物用・営業用 3,800円

a 三輪のもの 3,900円 3,100円 4,600円

5,500円 8,200円

(b)乗用・自家用 10,800円

H27年度燃費基準＋10％達成車（乗用・貨物）

法人税割
法人税額の6.0%
　※令和元年９月３０日以前に開始する事業年度に係る申告分は9.7%

固 定 資 産 税 1.4%

H27年度燃費基準＋20％達成車（貨物）

軽自動車税
（環境性能割）

2%
上記以外（乗用・貨物）

50人超 400,000円

10億円超 50人以下 410,000円

50人超
1,750,000円

50億円超 3,000,000円

10億円超、50億円以下

120,000円

1千万円超、1億円以下
50人以下 130,000円

50人超 150,000円

1億円超、10億円以下
50人以下 160,000円

資本金等の額 従業者数 税額

公益法人等
50,000円

1千万円以下
50人以下

50人超

区  分 令 和 ２ 年 度

市
 

民
 

税

個
 

人

均 等 割 3,500円

所 得 割 　6%

法
　
人

均 等 割



(ｱ)電気自動車等

(ｲ)令和2年度燃費基準＋30％達成車(乗用)

又は平成27年度燃費基準＋35％達成車(貨物用)

(ｳ)令和2年度燃費基準＋10％達成車(乗用）

又は平成27年度燃費基準＋15％達成車(貨物用）

売渡し本数1,000本につき5,692円

（令和2年10月1日以後売渡し分からは6,122円）

都 市 計 画 税 　0.25% (免税点）土地30万円未満、家屋20万円未満

制 度 改 正 内 容
○市たばこ税 　・令和2年10月1日以後売渡し分から、税率を売渡し本数1,000本につ
                        き6,122円に引上げ

市 た ば こ 税

鉱 産 税 鉱物価格の1%（月合計200万円以下0.7%）

入 湯 税 入湯客１人１日150円

事 業 所 税 資産割 1㎡につき600円 従業者割 給与総額の0.25%

軽自動車税
（種別割）

  ｱの税率×0.25

  ｱの税率×0.50

  ｱの税率×0.75



（免税点）土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満

環境性能割額＝軽自動車の取得価額（50万円を超えるもの）×税率

　ガソリン車・ガソリンハイブリッド車は平成30年排出ガス基準50％

　低減達成車または平成17年排出ガス基準75％低減達成車に限る

※ 令和元年10月1日から令和3年12月31日までに取得した自家用

乗用車は表の税率から1％軽減

○原動機付自転車 ○軽自動車

50CC以下 2,000円 ２輪車 3,600円

90CC以下 2,000円 ３輪のもの及び４輪以上のもの

125CC以下 2,400円

ミニカー 3,700円

○雪上車 3,600円 ｂ

○2輪小型自動車 6,000円

○小型特殊自動車

農耕作業用 2,400円

その他 5,900円

5,000円 4,000円 6,000円

ｲは平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたものの税率

4
輪
以
上

の
も
の

(b)乗用・自家用 10,800円 7,200円 12,900円

(c)貨物用・営業用 3,800円 3,000円 4,500円

(d)貨物用・自家用

a 三輪のもの 3,900円 3,100円 4,600円

(a)乗用・営業用 6,900円 5,500円 8,200円

2%
1%

H27年度燃費基準＋15％達成車（貨物）

上記以外（乗用・貨物） 2%

軽自動車税
（種別割）

ア イ ウ

非課税 非課税

ガソリン車・
ガソリン
ハイブリッド
車

R12年度燃費基準75％達成車かつ
R2年度燃費基準達成車（乗用）

H27年度燃費基準＋25％達成車（貨物）

R12年度燃費基準60%達成車かつ
R2年度燃費基準達成車（乗用） 1% 0.5％

H27年度燃費基準＋20％達成車（貨物）

R12年度燃費基準55％達成車（乗用）

法人税割 法人税額の6.0%

固 定 資 産 税 1.4%

軽自動車税
（環境性能割）

区分
税率

自家用 営業

電気自動車
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車

10億円超 50人以下 410,000円

10億円超、50億円以下
50人超

1,750,000円

50億円超 3,000,000円

1千万円超、1億円以下
50人以下 130,000円

50人超 150,000円

1億円超、10億円以下
50人以下 160,000円

50人超 400,000円

資本金等の額 従業者数 税額

公益法人等
50,000円

1千万円以下
50人以下

50人超 120,000円

区  分 令 和 ３ 年 度

市
 

民
 

税

個
 

人

均 等 割 3,500円

所 得 割 　6%

法
　
人

均 等 割



ｳは最初の新規検査から13年を経過したものの税率

(ｱ)電気自動車等

(ｲ)令和2年度燃費基準＋30％達成車(乗用)

又は平成27年度燃費基準＋35％達成車(貨物用)

(ｳ)令和2年度燃費基準＋10％達成車(乗用）

又は平成27年度燃費基準＋15％達成車(貨物用）

(ｲ)(ｳ)については内燃機関の燃料が揮発油（ガソリン）の車両。また平成17年排出

ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。

売渡し本数1,000本につき6,122円

（令和3年10月1日以後売渡し分からは6,552円）

制 度 改 正 内 容
○市たばこ税 　・令和3年10月1日以後売渡し分から、税率を売渡し本数1,000本につ
                        き6,552円に引上げ

事 業 所 税 資産割 1㎡につき600円 従業者割 給与総額の0.25%

都 市 計 画 税 　0.25% (免税点）土地30万円未満、家屋20万円未満

  ｱの税率×0.75

市 た ば こ 税

鉱 産 税 鉱物価格の1%（月合計200万円以下0.7%）

入 湯 税 入湯客１人１日150円

軽自動車税
（種別割）

ｱのうち、令和2年4月1日～令和3年3月31日に新規取得し
た次の車両の税率については、概ね次のとおり。

  ｱの税率×0.25

  ｱの税率×0.50



（免税点）土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満

環境性能割額＝軽自動車の取得価額（50万円を超えるもの）×税率

　ガソリン車・ガソリンハイブリッド車は平成30年排出ガス基準50％

　低減達成車または平成17年排出ガス基準75％低減達成車に限る

○原動機付自転車 ○軽自動車

50CC以下 2,000円 ２輪車 3,600円

90CC以下 2,000円 ３輪のもの及び４輪以上のもの

125CC以下 2,400円

ミニカー 3,700円

○雪上車 3,600円 ｂ

○2輪小型自動車 6,000円

○小型特殊自動車

農耕作業用 2,400円

その他 5,900円

区  分 令 和 ４ 年 度

市
 

民
 

税

個
 

人

均 等 割 3,500円

所 得 割 　6%

法
　
人

均 等 割

資本金等の額 従業者数 税額

公益法人等
50,000円

1千万円以下
50人以下

50人超 120,000円

1千万円超、1億円以下
50人以下 130,000円

50人超 150,000円

1億円超、10億円以下
50人以下 160,000円

50人超 400,000円

10億円超 50人以下 410,000円

10億円超、50億円以下
50人超

1,750,000円

50億円超 3,000,000円

法人税割 法人税額の6.0%

固 定 資 産 税 1.4%

軽自動車税
（環境性能割）

区分
税率

自家用 営業

電気自動車
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車

非課税 非課税

ガソリン車・
ガソリン
ハイブリッド
車

令和12年度燃費基準75％達成車かつ
令和2年度燃費基準達成車（乗用）

平成27年度燃費基準＋25％達成車（貨物）

令和12年度燃費基準60%達成車かつ
令和2年度燃費基準達成車（乗用） 1% 0.5％

平成27年度燃費基準＋20％達成車（貨物）

令和12年度燃費基準55％達成車（乗用）

2%
1%

平成27年度燃費基準＋15％達成車（貨物）

上記以外（乗用・貨物） 2%

軽自動車税
（種別割）

ア イ ウ

a 三輪のもの 3,900円 3,100円 4,600円

(a)乗用・営業用 6,900円 5,500円 8,200円

4
輪
以
上

の
も
の

(b)乗用・自家用 10,800円 7,200円 12,900円

(c)貨物・営業用 3,800円 3,000円 4,500円

(d)貨物・自家用 5,000円 4,000円 6,000円

ｲは平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたものの税率



ｳは最初の新規検査から13年を経過したものの税率

(ｱ)電気自動車等

(ｲ)令和12年度燃費基準90%達成車かつ

令和2年度燃費基準達成車

(ｳ)令和12年度燃費基準70%達成車かつ

令和2年度燃費基準達成車

(ｲ)(ｳ)については三輪及び四輪以上の乗用・営業用のものかつ

内燃機関の燃料が揮発油（ガソリン）の車両。

また平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減

達成車に限る。

軽自動車税
（種別割）

ｱのうち、令和3年4月1日～令和4年3月31日に新規取得した
次の車両の税率については、概ね次のとおり。

  ｱの税率×0.25

  ｱの税率×0.50

  ｱの税率×0.75

市 た ば こ 税

鉱 産 税 鉱物価格の1%（月合計200万円以下0.7%）

入 湯 税 入湯客１人１日150円

売渡し本数1,000本につき6,552円

制 度 改 正 内 容

事 業 所 税 資産割 1㎡につき600円 従業者割 給与総額の0.25%

都 市 計 画 税 　0.25% (免税点）土地30万円未満、家屋20万円未満



（免税点）土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満

環境性能割額＝軽自動車の取得価額（50万円を超えるもの）×税率

令和5年4月から12月の間に取得した車両

令和6年1月以降以降に取得した車両

　ガソリン車・ガソリンハイブリッド車は平成30年排出ガス基準50％

　低減達成車または平成17年排出ガス基準75％低減達成車に限る

区  分 令 和 ５ 年 度

市
 

民
 

税

個
 

人

均 等 割 3,500円

所 得 割 　6%

法
　
人

均 等 割

資本金等の額 従業者数 税額

公益法人等
50,000円

1千万円以下
50人以下

50人超 120,000円

1千万円超、1億円以下
50人以下 130,000円

50人超 150,000円

1億円超、10億円以下
50人以下 160,000円

50人超 400,000円

10億円超 50人以下 410,000円

10億円超、50億円以下
50人超

1,750,000円

50億円超 3,000,000円

法人税割 法人税額の6.0%

固 定 資 産 税 1.4%

軽自動車税
（環境性能割）

区分
税率

自家用 営業

電気自動車
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車

非課税 非課税

ガソリン車・
ガソリン
ハイブリッド
車

令和12年度燃費基準75％達成車かつ
令和2年度燃費基準達成車（乗用）

平成27年度燃費基準＋25％達成車（貨物）

令和12年度燃費基準60%達成車かつ
令和2年度燃費基準達成車（乗用） 1% 0.5％

平成27年度燃費基準＋20％達成車（貨物）

令和12年度燃費基準55％達成車（乗用）

2%
1%

平成27年度燃費基準＋15％達成車（貨物）

上記以外（乗用・貨物） 2%

令和12年度燃費基準80％達成車かつ
令和2年度燃費基準達成車（乗用）

ガソリン車・
ガソリン
ハイブリッド
車

上記以外（乗用・貨物）

区分
税率

自家用 営業

電気自動車
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車

非課税 非課税

2%

令和4年度燃費基準＋5％達成車（貨物）

令和12年度燃費基準70%達成車かつ
令和2年度燃費基準達成車（乗用） 1% 0.5％

令和4年度燃費基準達成車（貨物）

令和12年度燃費基準60％達成車かつ
令和2年度燃費基準達成車（乗用）

2%
1%

令和4年度燃費基準95％達成車（貨物）



○原動機付自転車 ○軽自動車

50CC以下 2,000円 ２輪車 3,600円

90CC以下 2,000円 ３輪のもの及び４輪以上のもの

125CC以下 2,400円

ミニカー 3,700円

○雪上車 3,600円 ｂ

○2輪小型自動車6,000円

○小型特殊自動車

農耕作業用 2,400円

その他 5,900円

ｳは最初の新規検査から13年を経過したものの税率

(ｱ)電気自動車等

(ｲ)令和12年度燃費基準90%達成車かつ

令和2年度燃費基準達成車

(ｳ)令和12年度燃費基準70%達成車かつ

令和2年度燃費基準達成車

(ｲ)(ｳ)については三輪及び四輪以上の乗用・営業用のものかつ

内燃機関の燃料が揮発油（ガソリン）の車両。

また平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減

達成車に限る。

ア イ ウ

a 三輪のもの 3,900円 3,100円 4,600円

(a)乗用・営業用 6,900円 5,500円 8,200円

7,200円 12,900円

(c)貨物・営業用 3,800円 3,000円 4,500円

6,000円

ｲは平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたものの税率

ｱのうち、令和4年4月1日～令和5年3月31日に新規取得した
次の車両の税率については、概ね次のとおり。

  ｱの税率×0.25

  ｱの税率×0.50

(d)貨物・自家用

4
輪
以
上

の
も
の

(b)乗用・自家用 10,800円

都 市 計 画 税 　0.25% (免税点）土地30万円未満、家屋20万円未満

  ｱの税率×0.75

市 た ば こ 税 売渡し本数1,000本につき6,552円

鉱 産 税 鉱物価格の1%（月合計200万円以下0.7%）

入 湯 税 入湯客１人１日150円

事 業 所 税 資産割 1㎡につき600円 従業者割 給与総額の0.25%

軽自動車税
（種別割）

5,000円 4,000円

制 度 改 正 内 容



７．市民税（個人）所得控除額等の推移

65万円

年収×40％

年収×30％＋ 18万円

年収×20％＋ 54万円

年収×10％＋120万円

220万円

　青色　　適正な給与の支給額 白色　　次の①、②いずれか低い金額

　①　配偶者 860,000円　　その他 500,000円

　②　事業所得÷（専従者数＋１）

　次の①、②いずれか多い金額　　損害金額－保険金などで補てんされる金額＝Ａ

　①　Ａの金額－（総所得金額等の合計額×10％） 　②　Ａの金額のうち災害関連支出の金額－5万円

　(支払った医療費－保険等により補てんされた金額） －（10万円と総所得金額等の5％のいずれか低い額）

　（限度額　2,000,000円）

※医療費控除の特例を選択する場合 特定一般医薬品等購入費－12,000円（限度額　88,000円）

　支払保険料の全額

　支払掛金の全額

　（保険料控除金額）

　12,000円以下 　支払保険料の全額

　12,000円超～ 32,000円以下 　支払保険料×1/2＋6,000円

(契約日： 　32,000円超～ 56,000円以下 　支払保険料×1/4＋14,000円

　56,000円超～ 　28,000円

　15,000円以下 　支払保険料の全額

　15,000円超～ 40,000円以下 　支払保険料×1/2＋7,500円

(契約日： 　40,000円超～ 70,000円以下 　支払保険料×1/4＋17,500円

　70,000円超～ 　35,000円

　一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の計算式により計算した控除額

　の合計額　（限度額　70,000円）

　一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、

　新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額　（限度額　28,000円）

　（支払った保険料の金額） （保険料控除金額）

　50,000円以下 支払保険料×1/2

　50,000円超 25,000円

　（支払った保険料の金額） （保険料控除金額）

　5,000円以下 支払保険料の全額

　5,000円超～　　15,000円以下 支払保険料×1/2＋2,500円

　15,000円超～ 10,000円

　地震保険料と旧長期損害保険料の支払額を各々上の式に当てはめ算出した控除額の合計額

　限度額　25,000円

　寡婦　　260,000円 　　特別寡婦　　300,000円

　寡夫　　260,000円 　　勤労学生　　260,000円

　260,000円 特別障害者　　300,000円 （同居特別障害　530,000円）

　①330,000円 ②220,000円 ③110,000円 老人配偶者　①380,000円 ②260,000円 ③130,000円

・配偶者の合計所得金額が 90万円以下である者　　　　　 　　特別控除額＝①330,000円 ②220,000円 ③110,000円

・配偶者の合計所得金額が 90万円超 95万円以下である者　特別控除額＝①310,000円 ②210,000円 ③110,000円

・配偶者の合計所得金額が 95万円超100万円以下である者　特別控除額＝①260,000円 ②180,000円 ③ 90,000円

・配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下である者　特別控除額＝①210,000円 ②140,000円 ③ 70,000円

・配偶者の合計所得金額が105万円超110万円以下である者　特別控除額＝①160,000円 ②110,000円 ③ 60,000円

・配偶者の合計所得金額が110万円超115万円以下である者　特別控除額＝①110,000円 ② 80,000円 ③ 40,000円

・配偶者の合計所得金額が115万円超120万円以下である者　特別控除額＝① 60,000円 ② 40,000円 ③ 20,000円

・配偶者の合計所得金額が120万円超123万円以下である者　特別控除額＝① 30,000円 ② 20,000円 ③ 10,000円

　一般扶養　　330,000円　　　特定扶養　　450,000円　　　老人扶養　　380,000円　　　同居老親等　　450,000円

　330,000円

　1.6％ （1千万円超　0.8％） （県） 1.2％ （1千万円超　0.6％）

　基本控除　（寄附金額－2,000円）×10％ （市6％、県4％）

　特例控除　（寄附金額－2,000円）×（90％－所得税の限界税率） （市3/5、県2/5）

　調整控除は、次の算式によって計算された金額です。

　① 課税所得金額200万円以下の場合、次のいずれか小さい金額

・　 人的控除額の差の合計額×５％　（市３％、県２％）

・ 　市民税の課税所得金額×５％　　（市３％、県２％）

　② 課税所得金額200万円超の場合、次のいずれか大きい金額

・　 ｛人的控除額の差の合計額－（市民税の課税所得金額－200万円）｝×５％　（市３％、県２％）

・　 2,500円　（市1,500円、県1,000円）

　1,250,000円以下

そ
　
の
　
他

配 当 控 除

寄 附 金 控 除

調 整 控 除

障 害 者 ・ 未 成 年 者

・ 寡 婦 ・ 寡 夫 の

非 課 税 範 囲

※配偶者控除及び配偶者特別控除の額　　①：合計所得金額が900万円以下の場合　②：合計所得金額が900万円
超950万円以下の場合　③：合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

　（支払った保険料の金額）

新契約

H24.1.1～)

旧契約

～H23.12.31)

地
震

旧
長
期

事 業 専 従 者 控 除

所
　
　
得
　
　
控
　
　
除

雑 損

医 療 費

社 会 保 険 料

小規模企業共済等掛金

生 命 保 険 料

※長期損害保険契
約のうち平成18年末
までに契約を締結し
たものに限り、控除
が適用できる。

扶 養

基 礎

配 偶 者 特 別 控 除

地 震 保 険 料

寡 婦 ・ 特 別 寡 婦 ・

寡 夫 ・ 勤 労 学 生

障 害 者

配 偶 者

年度 令　和　元　年　度控除種類

所
得
金
額

給 与 所 得 控 除

162万5,000円以下

162万5,000円超～ 180万円以下

180万円超～ 360万円以下

360万円超～ 660万円以下

660万円超～ 1,000万円以下

1,000万円超～



65万円

年収×40％

年収×30％＋ 18万円

年収×20％＋ 54万円

年収×10％＋120万円

220万円

　青色　　適正な給与の支給額 白色　　次の①、②いずれか低い金額

　①　配偶者 860,000円　　その他 500,000円

　②　事業所得÷（専従者数＋１）

　次の①、②いずれか多い金額　　損害金額－保険金などで補てんされる金額＝Ａ

　①　Ａの金額－（総所得金額等の合計額×10％） 　②　Ａの金額のうち災害関連支出の金額－5万円

　(支払った医療費－保険等により補てんされた金額） －（10万円と総所得金額等の5％のいずれか低い額）

　（限度額　2,000,000円）

※医療費控除の特例を選択する場合 特定一般医薬品等購入費－12,000円（限度額　88,000円）

　支払保険料の全額

　支払掛金の全額

　（保険料控除金額）

　12,000円以下 　支払保険料の全額

　12,000円超～ 32,000円以下 　支払保険料×1/2＋6,000円

(契約日： 　32,000円超～ 56,000円以下 　支払保険料×1/4＋14,000円

　56,000円超～ 　28,000円

　15,000円以下 　支払保険料の全額

　15,000円超～ 40,000円以下 　支払保険料×1/2＋7,500円

(契約日： 　40,000円超～ 70,000円以下 　支払保険料×1/4＋17,500円

　70,000円超～ 　35,000円

　一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の計算式により計算した控除額

　の合計額　（限度額　70,000円）

　一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、

　新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額　（限度額　28,000円）

　（支払った保険料の金額） （保険料控除金額）

　50,000円以下 支払保険料×1/2

　50,000円超 25,000円

　（支払った保険料の金額） （保険料控除金額）

　5,000円以下 支払保険料の全額

　5,000円超～　　15,000円以下 支払保険料×1/2＋2,500円

　15,000円超～ 10,000円

　地震保険料と旧長期損害保険料の支払額を各々上の式に当てはめ算出した控除額の合計額

　限度額　25,000円

　寡婦　　260,000円 　　特別寡婦　　300,000円

　寡夫　　260,000円 　　勤労学生　　260,000円

　260,000円 特別障害者　　300,000円 （同居特別障害　530,000円）

　①330,000円 ②220,000円 ③110,000円 老人配偶者　①380,000円 ②260,000円 ③130,000円

・配偶者の合計所得金額が 90万円以下である者　　　　　 　　特別控除額＝①330,000円 ②220,000円 ③110,000円

・配偶者の合計所得金額が 90万円超 95万円以下である者　特別控除額＝①310,000円 ②210,000円 ③110,000円

・配偶者の合計所得金額が 95万円超100万円以下である者　特別控除額＝①260,000円 ②180,000円 ③ 90,000円

・配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下である者　特別控除額＝①210,000円 ②140,000円 ③ 70,000円

・配偶者の合計所得金額が105万円超110万円以下である者　特別控除額＝①160,000円 ②110,000円 ③ 60,000円

・配偶者の合計所得金額が110万円超115万円以下である者　特別控除額＝①110,000円 ② 80,000円 ③ 40,000円

・配偶者の合計所得金額が115万円超120万円以下である者　特別控除額＝① 60,000円 ② 40,000円 ③ 20,000円

・配偶者の合計所得金額が120万円超123万円以下である者　特別控除額＝① 30,000円 ② 20,000円 ③ 10,000円

　一般扶養　　330,000円　　　特定扶養　　450,000円　　　老人扶養　　380,000円　　　同居老親等　　450,000円

　330,000円

　1.6％ （1千万円超　0.8％） （県） 1.2％ （1千万円超　0.6％）

　基本控除　（寄附金額－2,000円）×10％ （市6％、県4％）

　特例控除　（寄附金額－2,000円）×（90％－所得税の限界税率） （市3/5、県2/5）

　調整控除は、次の算式によって計算された金額です。

　① 課税所得金額200万円以下の場合、次のいずれか小さい金額

・　 人的控除額の差の合計額×５％　（市３％、県２％）

・ 　市民税の課税所得金額×５％　　（市３％、県２％）

　② 課税所得金額200万円超の場合、次のいずれか大きい金額

・　 ｛人的控除額の差の合計額－（市民税の課税所得金額－200万円）｝×５％　（市３％、県２％）

・　 2,500円　（市1,500円、県1,000円）

　1,250,000円以下

そ
　
の
　
他

配 当 控 除

寄 附 金 控 除

調 整 控 除

障 害 者 ・ 未 成 年 者

・ 寡 婦 ・ 寡 夫 の

非 課 税 範 囲

※配偶者控除及び配偶者特別控除の額　　①：合計所得金額が900万円以下の場合　②：合計所得金額が900万円
超950万円以下の場合　③：合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

　（支払った保険料の金額）

新契約

H24.1.1～)

旧契約

～H23.12.31)

地
震

旧
長
期

事 業 専 従 者 控 除

所
　
　
得
　
　
控
　
　
除

雑 損

医 療 費

社 会 保 険 料

小規模企業共済等掛金

生 命 保 険 料

※長期損害保険契
約のうち平成18年末
までに契約を締結し
たものに限り、控除が
適用できる。

扶 養

基 礎

配 偶 者 特 別 控 除

地 震 保 険 料

寡 婦 ・ 特 別 寡 婦 ・

寡 夫 ・ 勤 労 学 生

障 害 者

配 偶 者

年度 令　和　２　年　度控除種類

所
得
金
額

給 与 所 得 控 除

162万5,000円以下

162万5,000円超～ 180万円以下

180万円超～ 360万円以下

360万円超～ 660万円以下

660万円超～ 1,000万円以下

1,000万円超～



55万円

年収×40％－ 10万円

年収×30％＋   8万円

年収×20％＋ 44万円

年収×10％＋110万円

195万円

　青色　　適正な給与の支給額 白色　　次の①、②いずれか低い金額

　①　配偶者 860,000円　　その他 500,000円

　②　事業所得÷（専従者数＋１）

　次の①、②いずれか多い金額　　損害金額－保険金などで補てんされる金額＝Ａ

　①　Ａの金額－（総所得金額等の合計額×10％） 　②　Ａの金額のうち災害関連支出の金額－5万円

　(支払った医療費－保険等により補てんされた金額） －（10万円と総所得金額等の5％のいずれか低い額）

　（限度額　2,000,000円）

※医療費控除の特例を選択する場合 特定一般医薬品等購入費－12,000円（限度額　88,000円）

　支払保険料の全額

　支払掛金の全額

　（保険料控除金額）

　12,000円以下 　支払保険料の全額

　12,000円超～ 32,000円以下 　支払保険料×1/2＋6,000円

(契約日： 　32,000円超～ 56,000円以下 　支払保険料×1/4＋14,000円

　56,000円超～ 　28,000円

　15,000円以下 　支払保険料の全額

　15,000円超～ 40,000円以下 　支払保険料×1/2＋7,500円

(契約日： 　40,000円超～ 70,000円以下 　支払保険料×1/4＋17,500円

　70,000円超～ 　35,000円

　一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の計算式により計算した控除額

　の合計額　（限度額　70,000円）

　一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、

　新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額　（限度額　28,000円）

　（支払った保険料の金額） （保険料控除金額）

　50,000円以下 支払保険料×1/2

　50,000円超 25,000円

　（支払った保険料の金額） （保険料控除金額）

　5,000円以下 支払保険料の全額

　5,000円超～　　15,000円以下 支払保険料×1/2＋2,500円

　15,000円超～ 10,000円

　地震保険料と旧長期損害保険料の支払額を各々上の式に当てはめ算出した控除額の合計額

　限度額　25,000円

　寡婦　　　　　260,000円 　　ひとり親　　300,000円

　勤労学生　　260,000円

　260,000円 特別障害者　　300,000円 （同居特別障害　530,000円）

　①330,000円 ②220,000円 ③110,000円 老人配偶者　①380,000円 ②260,000円 ③130,000円

・配偶者の合計所得金額が100万円以下である者　　　　　 　　特別控除額＝①330,000円 ②220,000円 ③110,000円

・配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下である者 特別控除額＝①310,000円 ②210,000円 ③110,000円

・配偶者の合計所得金額が105万円超110万円以下である者　特別控除額＝①260,000円 ②180,000円 ③ 90,000円

・配偶者の合計所得金額が110万円超115万円以下である者　特別控除額＝①210,000円 ②140,000円 ③ 70,000円

・配偶者の合計所得金額が115万円超120万円以下である者　特別控除額＝①160,000円 ②110,000円 ③ 60,000円

・配偶者の合計所得金額が120万円超125万円以下である者　特別控除額＝①110,000円 ② 80,000円 ③ 40,000円

・配偶者の合計所得金額が125万円超130万円以下である者　特別控除額＝① 60,000円 ② 40,000円 ③ 20,000円

・配偶者の合計所得金額が130万円超133万円以下である者　特別控除額＝① 30,000円 ② 20,000円 ③ 10,000円

　一般扶養　　330,000円　　　特定扶養　　450,000円　　　老人扶養　　380,000円　　　同居老親等　　450,000円

合計所得金額が2,400万円以下の場合 430,000円　合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合 290,000円

合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合 150,000円

　1.6％ （1千万円超　0.8％） （県） 1.2％ （1千万円超　0.6％）

　基本控除　（寄附金額－2,000円）×10％ （市6％、県4％）

　特例控除　（寄附金額－2,000円）×（90％－所得税の限界税率） （市3/5、県2/5）

　① 課税所得金額200万円以下の場合、次のいずれか小さい金額

・　 人的控除額の差の合計額×５％　（市３％、県２％）

・ 　市民税の課税所得金額×５％　　（市３％、県２％）

　② 課税所得金額200万円超の場合、次のいずれか大きい金額

・　 ｛人的控除額の差の合計額－（市民税の課税所得金額－200万円）｝×５％　（市３％、県２％）

・　 2,500円　（市1,500円、県1,000円）

　1,350,000円以下

基 礎

調 整 控 除

※合計所得金額が
2,500 万 円 超 の 場
合、適用されない。

所
　
　
得
　
　
控
　
　
除

そ
　
の
　
他

配 当 控 除

寄 附 金 控 除

障 害 者 ・ 未 成 年 者

・ 寡 婦 ・ ひ と り 親 の

非 課 税 範 囲

配 偶 者 特 別 控 除

地 震 保 険 料

生 命 保 険 料

扶 養

寡 婦 ・ ひ と り 親 ・

勤 労 学 生

障 害 者

配 偶 者

※長期損害保険契
約のうち平成18年末
までに契約を締結し
たものに限り、控除が
適用できる。

※配偶者控除及び配偶者特別控除の額　　①：合計所得金額が900万円以下の場合　②：合計所得金額が900万円
超950万円以下の場合　③：合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

　（支払った保険料の金額）

新契約

H24.1.1～)

旧契約

～H23.12.31)

地
震

旧
長
期

事 業 専 従 者 控 除

雑 損

医 療 費

社 会 保 険 料

小規模企業共済等掛金

年度 令　和　３　年　度控除種類

所
得
金
額

給 与 所 得 控 除

162万5,000円以下

162万5,000円超～ 180万円以下

180万円超～ 360万円以下

360万円超～ 660万円以下

660万円超～ 850万円以下

850万円超～



55万円

年収×40％－ 10万円

年収×30％＋   8万円

年収×20％＋ 44万円

年収×10％＋110万円

195万円

　青色　　適正な給与の支給額 白色　　次の①、②いずれか低い金額

　①　配偶者 860,000円　　その他 500,000円

　②　事業所得÷（専従者数＋１）

　次の①、②いずれか多い金額　　損害金額－保険金などで補てんされる金額＝Ａ

　①　Ａの金額－（総所得金額等の合計額×10％） 　②　Ａの金額のうち災害関連支出の金額－5万円

　(支払った医療費－保険等により補てんされた金額） －（10万円と総所得金額等の5％のいずれか低い額）

　（限度額　2,000,000円）

※医療費控除の特例を選択する場合 特定一般医薬品等購入費－12,000円（限度額　88,000円）

　支払保険料の全額

　支払掛金の全額

　（保険料控除金額）

　12,000円以下 　支払保険料の全額

　12,000円超～ 32,000円以下 　支払保険料×1/2＋6,000円

(契約日： 　32,000円超～ 56,000円以下 　支払保険料×1/4＋14,000円

　56,000円超～ 　28,000円

　15,000円以下 　支払保険料の全額

　15,000円超～ 40,000円以下 　支払保険料×1/2＋7,500円

(契約日： 　40,000円超～ 70,000円以下 　支払保険料×1/4＋17,500円

　70,000円超～ 　35,000円

　一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の計算式により計算した控除額

　の合計額　（限度額　70,000円）

　一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、

　新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額　（限度額　28,000円）

　（支払った保険料の金額） （保険料控除金額）

　50,000円以下 支払保険料×1/2

　50,000円超 25,000円

　（支払った保険料の金額） （保険料控除金額）

　5,000円以下 支払保険料の全額

　5,000円超～　　15,000円以下 支払保険料×1/2＋2,500円

　15,000円超～ 10,000円

　地震保険料と旧長期損害保険料の支払額を各々上の式に当てはめ算出した控除額の合計額

　限度額　25,000円

　寡婦　　　　　260,000円 　　ひとり親　　300,000円

　勤労学生　　260,000円

　260,000円 特別障害者　　300,000円 （同居特別障害　530,000円）

　①330,000円 ②220,000円 ③110,000円 老人配偶者　①380,000円 ②260,000円 ③130,000円

・配偶者の合計所得金額が100万円以下である者　　　　　 　　特別控除額＝①330,000円 ②220,000円 ③110,000円

・配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下である者 特別控除額＝①310,000円 ②210,000円 ③110,000円

・配偶者の合計所得金額が105万円超110万円以下である者　特別控除額＝①260,000円 ②180,000円 ③ 90,000円

・配偶者の合計所得金額が110万円超115万円以下である者　特別控除額＝①210,000円 ②140,000円 ③ 70,000円

・配偶者の合計所得金額が115万円超120万円以下である者　特別控除額＝①160,000円 ②110,000円 ③ 60,000円

・配偶者の合計所得金額が120万円超125万円以下である者　特別控除額＝①110,000円 ② 80,000円 ③ 40,000円

・配偶者の合計所得金額が125万円超130万円以下である者　特別控除額＝① 60,000円 ② 40,000円 ③ 20,000円

・配偶者の合計所得金額が130万円超133万円以下である者　特別控除額＝① 30,000円 ② 20,000円 ③ 10,000円

　一般扶養　　330,000円　　　特定扶養　　450,000円　　　老人扶養　　380,000円　　　同居老親等　　450,000円

合計所得金額が2,400万円以下の場合 430,000円　合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合 290,000円

合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合 150,000円

　1.6％ （1千万円超　0.8％） （県） 1.2％ （1千万円超　0.6％）

　基本控除　（寄附金額－2,000円）×10％ （市6％、県4％）

　特例控除　（寄附金額－2,000円）×（90％－所得税の限界税率） （市3/5、県2/5）

　① 課税所得金額200万円以下の場合、次のいずれか小さい金額

・　 人的控除額の差の合計額×５％　（市３％、県２％）

・ 　市民税の課税所得金額×５％　　（市３％、県２％）

　② 課税所得金額200万円超の場合、次のいずれか大きい金額

・　 ｛人的控除額の差の合計額－（市民税の課税所得金額－200万円）｝×５％　（市３％、県２％）

・　 2,500円　（市1,500円、県1,000円）

　1,350,000円以下

年度 令　和　４　年　度控除種類

所
得
金
額

給 与 所 得 控 除

162万5,000円以下

162万5,000円超～ 180万円以下

180万円超～ 360万円以下

360万円超～ 660万円以下

660万円超～ 850万円以下

850万円超～

事 業 専 従 者 控 除

所
　
　
得
　
　
控
　
　
除

雑 損

医 療 費

社 会 保 険 料

小規模企業共済等掛金

生 命 保 険 料

※長期損害保険契
約のうち平成18年末
までに契約を締結し
たものに限り、控除が
適用できる。

扶 養

基 礎

配 偶 者 特 別 控 除

地 震 保 険 料

寡 婦 ・ ひ と り 親 ・

勤 労 学 生

障 害 者

配 偶 者

※配偶者控除及び配偶者特別控除の額　　①：合計所得金額が900万円以下の場合　②：合計所得金額が900万円
超950万円以下の場合　③：合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

　（支払った保険料の金額）

新契約

H24.1.1～)

旧契約

～H23.12.31)

地
震

旧
長
期

そ
　
の
　
他

配 当 控 除

寄 附 金 控 除

調 整 控 除

※合計所得金額が
2,500 万 円 超 の 場
合、適用されない。

障 害 者 ・ 未 成 年 者

・ 寡 婦 ・ ひ と り 親 の

非 課 税 範 囲



55万円

年収×40％－ 10万円

年収×30％＋   8万円

年収×20％＋ 44万円

年収×10％＋110万円

195万円

　青色　　適正な給与の支給額 白色　　次の①、②いずれか低い金額

　①　配偶者 860,000円　　その他 500,000円

　②　事業所得÷（専従者数＋１）

　次の①、②いずれか多い金額　　損害金額－保険金などで補てんされる金額＝Ａ

　①　Ａの金額－（総所得金額等の合計額×10％） 　②　Ａの金額のうち災害関連支出の金額－5万円

　(支払った医療費－保険等により補てんされた金額） －（10万円と総所得金額等の5％のいずれか低い額）

　（限度額　2,000,000円）

※医療費控除の特例を選択する場合 特定一般医薬品等購入費－12,000円（限度額　88,000円）

　支払保険料の全額

　支払掛金の全額

　（保険料控除金額）

　12,000円以下 　支払保険料の全額

　12,000円超～ 32,000円以下 　支払保険料×1/2＋6,000円

(契約日： 　32,000円超～ 56,000円以下 　支払保険料×1/4＋14,000円

　56,000円超～ 　28,000円

　15,000円以下 　支払保険料の全額

　15,000円超～ 40,000円以下 　支払保険料×1/2＋7,500円

(契約日： 　40,000円超～ 70,000円以下 　支払保険料×1/4＋17,500円

　70,000円超～ 　35,000円

　一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の計算式により計算した控除額

　の合計額　（限度額　70,000円）

　一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、

　新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額　（限度額　28,000円）

　（支払った保険料の金額） （保険料控除金額）

　50,000円以下 支払保険料×1/2

　50,000円超 25,000円

　（支払った保険料の金額） （保険料控除金額）

　5,000円以下 支払保険料の全額

　5,000円超～　　15,000円以下 支払保険料×1/2＋2,500円

　15,000円超～ 10,000円

　地震保険料と旧長期損害保険料の支払額を各々上の式に当てはめ算出した控除額の合計額

　限度額　25,000円

　寡婦　　　　　260,000円 　　ひとり親　　300,000円

　勤労学生　　260,000円

　260,000円 特別障害者　　300,000円 （同居特別障害　530,000円）

　①330,000円 ②220,000円 ③110,000円 老人配偶者　①380,000円 ②260,000円 ③130,000円

・配偶者の合計所得金額が100万円以下である者　　　　　 　　特別控除額＝①330,000円 ②220,000円 ③110,000円

・配偶者の合計所得金額が100万円超105万円以下である者 特別控除額＝①310,000円 ②210,000円 ③110,000円

・配偶者の合計所得金額が105万円超110万円以下である者　特別控除額＝①260,000円 ②180,000円 ③ 90,000円

・配偶者の合計所得金額が110万円超115万円以下である者　特別控除額＝①210,000円 ②140,000円 ③ 70,000円

・配偶者の合計所得金額が115万円超120万円以下である者　特別控除額＝①160,000円 ②110,000円 ③ 60,000円

・配偶者の合計所得金額が120万円超125万円以下である者　特別控除額＝①110,000円 ② 80,000円 ③ 40,000円

・配偶者の合計所得金額が125万円超130万円以下である者　特別控除額＝① 60,000円 ② 40,000円 ③ 20,000円

・配偶者の合計所得金額が130万円超133万円以下である者　特別控除額＝① 30,000円 ② 20,000円 ③ 10,000円

　一般扶養　　330,000円　　　特定扶養　　450,000円　　　老人扶養　　380,000円　　　同居老親等　　450,000円

合計所得金額が2,400万円以下の場合 430,000円　合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合 290,000円

合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合 150,000円

　1.6％ （1千万円超　0.8％） （県） 1.2％ （1千万円超　0.6％）

　基本控除　（寄附金額－2,000円）×10％ （市6％、県4％）

　特例控除　（寄附金額－2,000円）×（90％－所得税の限界税率） （市3/5、県2/5）

　① 課税所得金額200万円以下の場合、次のいずれか小さい金額

・　 人的控除額の差の合計額×５％　（市３％、県２％）

・ 　市民税の課税所得金額×５％　　（市３％、県２％）

　② 課税所得金額200万円超の場合、次のいずれか大きい金額

・　 ｛人的控除額の差の合計額－（市民税の課税所得金額－200万円）｝×５％　（市３％、県２％）

・　 2,500円　（市1,500円、県1,000円）

　1,350,000円以下

年度 令　和　５　年　度控除種類

所
得
金
額

給 与 所 得 控 除

162万5,000円以下

162万5,000円超～ 180万円以下

180万円超～ 360万円以下

360万円超～ 660万円以下

660万円超～ 850万円以下

850万円超～

事 業 専 従 者 控 除

所
　
　
得
　
　
控
　
　
除

雑 損

医 療 費

社 会 保 険 料

小規模企業共済等掛金

生 命 保 険 料

※長期損害保険契
約のうち平成18年末
までに契約を締結し
たものに限り、控除が
適用できる。

扶 養

基 礎

配 偶 者 特 別 控 除

地 震 保 険 料

寡 婦 ・ ひ と り 親 ・

勤 労 学 生

障 害 者

配 偶 者

※配偶者控除及び配偶者特別控除の額　　①：合計所得金額が900万円以下の場合　②：合計所得金額が900万円
超950万円以下の場合　③：合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

　（支払った保険料の金額）

新契約

H24.1.1～)

旧契約

～H23.12.31)

地
震

旧
長
期

そ
　
の
　
他

配 当 控 除

寄 附 金 控 除

調 整 控 除

※合計所得金額が
2,500 万 円 超 の 場
合、適用されない。

障 害 者 ・ 未 成 年 者

・ 寡 婦 ・ ひ と り 親 の

非 課 税 範 囲



８．税務機構の変遷
各年度４月１日現在

年度

部名

　税制 　税制 　税制 　税制 　税制 　税制 　税制 　税制 　税制 　税制 　税制 　税制

市 　法人グループ 市 　法人グループ 市 　法人グループ 市 　法人グループ 市 　法人グループ 市 　法人グループ 市 　法人グループ 市 　法人グループ 市 　法人グループ 市 　法人グループ 市 　法人グループ 市 　法人グループ

民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民

税 税 税 税 税 税 税 税 税 税 税 税

課 　個人 課 　個人 課 　個人 課 　個人 課 　個人 課 　個人 課 　個人 課 　個人 課 　個人 課 　個人 課 　個人 課 　個人

(37) 　市民税グループ (37) 　市民税グループ (38) 　市民税グループ (38) 　市民税グループ (38) 　市民税グループ (37) 　市民税グループ (38) 　市民税グループ (38) 　市民税グループ (38) 　市民税グループ (37) 　市民税グループ (37) 　市民税グループ (37) 　市民税グループ

　窓口 　窓口 　窓口 　窓口 　窓口 　窓口 　窓口 　窓口 　窓口 　窓口 　窓口 　窓口

資 　管理グループ 資 　管理グループ 資 　管理グループ 資 　管理グループ 資 　管理グループ 資 　管理グループ 資 　管理グループ 資 　管理グループ 資 　管理グループ 資 　管理グループ 資 　管理グループ 資 　管理グループ

産 産 産 産 産 産 産 産 産 産 産 産

税 税 税 税 税 税 税 税 税 税 税 税

課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 課 課

(47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)

　賦課 　賦課 　賦課 　賦課 　賦課 　賦課 　賦課 　賦課 　賦課 　賦課 　賦課 　賦課

　調査グループ 　調査グループ 　調査グループ 　調査グループ 　調査グループ 　調査グループ 　調査グループ 　調査グループ 　調査グループ 　調査グループ 　調査グループ 　調査グループ

　収納 　収納 　収納 　収納 　収納 　収納 　収納 　収納 　収納 　収納 　収納 　収納

納 　啓発グループ 納 　啓発グループ 納 　啓発グループ 納 　啓発グループ 納 　啓発グループ 納 　啓発グループ 納 　啓発グループ 納 　啓発グループ 納 　啓発グループ 納 　啓発グループ 納 　啓発グループ 納 　啓発グループ

税 税 税 税 税 税 税 税 税 税 税 税

課 　納税グループ 課 　納税グループ 課 　納税グループ 課 　納税グループ 課 　納税グループ 課 　納税グループ 課 　納税グループ 課 　納税グループ 課 　納税グループ 課 　納税グループ 課 　納税グループ 課 　納税グループ

(45) (46) (45) (46) (46) (48) (50) (50) (50) (55) (55) (53)

債権管理グループ 債権管理グループ 債権管理グループ

　東三河広域連合 　東三河広域連合 　東三河広域連合 　東三河広域連合 　東三河広域連合 　東三河広域連合 　東三河広域連合

　派遣 　派遣 　派遣 　派遣 　派遣 　派遣 　派遣

令和2年度

財務部(136)

令和元年度

財務部(136)

平成25年度 平成28年度

財務部(132)財務部（１３１）

平成27年度

課

名

及

び

係

・

グ

ル

ー

プ

名

財務部（１３１）

平成26年度 平成30年度

財務部(136)

平成29年度

財務部(135)

平成23～24年度

財務部（１３１） 財務部（１３１）

令和5年度

財務部(138)

令和4年度

財務部(140)

令和3年度

財務部(140)


